
 

 

 

社会福祉法人 宮城県社会福祉協議会 

１ 事業の目的 

 指定保育士養成施設に在学する方で保育士資格の取得を目指し，卒業後は宮城県内の保

育所等で保育士として就業することを目指す学生に対して修学に必要な資金を貸与するこ

とで，県内の保育士の確保を図ることを目的とするものです。 

 

２ 貸付対象者 

 次の全てを満たす学生が対象となります。 

①保育士養成施設に在学し，県内に住民登録をしている（養成校に入学する前月まで１

年以上県内に住民登録をしていた方も可）又は県内の養成施設に在学している 

 ②優秀な学生であって，かつ世帯の経済状況等から真に本修学資金の貸付が必要と認め

られる 

③他都道府県が実施する保育士修学資金を借り受けていない 

④卒業後は，県内の指定施設にて保育士として業務に従事する意思を有する 

  

３ 貸付金額と利子 

 修学資金 月額５万円以内（総額１２０万円以内） 

 入学準備金 ２０万円以内 

 就職準備金 ２０万円以内 

       ※その他，生活保護受給世帯等は生活費加算を受けることが可能です。 

 利   子 無利子 

 

４ 貸付金返還の免除 

 卒業後，１年以内に保育士登録を行い，宮城県内の保育所等の指定施設において５年間

（過疎地域で従事した場合又は中高年離職者の場合は３年間）継続して保育士として業務

に従事したとき貸付金の返還が免除されます。 

 

５ 貸付の人数 

  ７０人 

 

６ 申請の手続き方法 

 貸付希望者は各養成校を通じて申請書類を社会福祉法人宮城県社会福祉協議会に提出し

てください。 
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